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市役所で発行する証明書について

年金や相続などのお手続きの際、戸籍や住民票の証明書が必要になることがあります。
窓口で証明書を請求する場合は、本人確認書類（下表参照）をお持ちください。
郵便による請求を行うことも可能です。詳しくは請求先の市区町村へお問合せください。

●戸籍関係の証明書（戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本、改製原戸籍の謄本・抄本）

死亡届の内容が戸籍に反映されるまでには日数を要します。

請求先 本籍地の市区町村

請求
できる方

●本人　●同じ戸籍に載っている方 　●直系血族（子、孫、親、祖父母等）

※血縁関係のわかる公的資料をお持ちの方はご持参ください。

※上記の方の代理で請求する場合は委任状が必要です。

※亡くなられた方の相続人として戸籍関係の証明書を請求される場合、相続人で

あることが確認できる資料（戸籍・遺言書等）が必要なことがあります。ま

た、交付請求書に証明書が必要な理由や提出先を記入していただくことがあり

ます。 

●住民票の写し
住所地以外で死亡届を出された場合は、住民票に死亡届の内容が反映されるまでに日数を要し
ます。

請求先 住所地の市区町村

請求
できる方

●本人、同一世帯の方

●下記に該当する第三者

①自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を

確認する必要がある方

②国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

③その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方 

※請求書に住民票の写しが必要な理由や提出先を記入していただく必要がありま

す。また、住民票の写しが必要な理由がわかる資料（各種契約書など）が必要

なことがあります。 

※代理で請求する場合は委任状が必要です。 
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●除票（亡くなられた方の住民票）の写し
住所地以外で死亡届を出された場合は、住民票に死亡届の内容が反映されるまでに日数を要し
ます。

請求先 住所地の市区町村

請求
できる方

●自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために除票の記載事項を確

認する必要がある方

●国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

●その他除票の記載事項を利用する正当な理由がある方

※請求書に除票の写しが必要な理由や提出先を記入していただく必要があります。

また、除票の写しが必要な理由がわかる資料（各種契約書など）が必要なこと

があります。

※代理で請求する場合は委任状が必要です。

●本人確認書類

本人確認書類 提示数

①
官公署発行のもの
（顔写真あり）

マイナンバーカード/ 運転免許証
障がい者手帳 / 旅券 / 在留カード など

①を１点または②を２点
②を１点と③を１点
（住民票除票請求の場
合のみ）

②
官公署発行のもの
（顔写真なし）

健康保険被保険者証 /介護保険被保険
者証 /年金手帳 /各種年金証書　など

③ その他氏名の記載
されたもの

預金通帳 /キャッシュカード/社員証
クレジットカード

●宮崎市の証明書発行窓口（本市が住所地または本籍地の場合に証明書発行が可能）

住所地で請求できる証明書 手数料 請求場所

住民票の写し 300 円 / 通 本庁市民課証明係（本庁舎１階）
各総合支所地域市民福祉課（佐土原、高岡、
田野、清武）、出張所（佐土原、穆佐）
各地域センター（赤江、木花、青島、住吉、
生目、北）
地域事務所（中央東、東大宮、大淀、大塚、
檍、大塚台）
市民サービスコ－ナー（宮交シティ、東部）

除票の写し 300 円 / 通

本籍地で請求できる証明書 手数料

戸籍謄本・抄本 450 円 / 通

除籍謄本・抄本 750 円 / 通

改製原戸籍の謄本・抄本 750 円 / 通

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

相
続
に
つ
い
て



39

宮崎市役所  庁舎案内
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MEMO  
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該当事項 主な手続き 問合せ先

生命保険 □
死亡保険金の請求、入院
保険金の請求等

加入している生命保険会社または代
理店にお問合せください。

預貯金口座 □ 口座凍結解除手続き
口座のある金融機関にお問合せくだ
さい。

遺言書 □ 検認、開封
宮崎家庭裁判所　☎0985-68-5146 
宮崎市旭2丁目3番13号（北棟）

各種健康保険 □ 埋葬料の請求等
加入していた健康保険組合にお問合
せください。

宮崎県心身障害者扶養共
済制度

□ 年金請求、弔慰金請求等
宮崎県障がい福祉課　
☎0985-32-4468　宮崎市橘通東2丁
目10番1号（防災庁舎1階）

固定電話・携帯電話 □ 契約継承、解約

各契約会社にお問合せください。インターネット □ 名義変更、解約

各種サブスクリプション
サービス（音楽配信等）

□ 名義変更、解約

ケーブルテレビ □ 名義変更、解約
宮崎ケーブルテレビ　☎0800-300-
8585 または ☎0985-32-8585

NHK受信料 □ 名義変更、解約
フリーダイヤル　☎0120-151515　
有料ダイヤル　☎050-3786-5003

電気・ガス料金 □ 名義変更、解約
領収書に記載されている会社または
営業所にお問合せください。

運転免許証 □ 返納

宮崎県総合自動車運転免許センター　
☎0985-24-9999(音声ガイダンス後、1番
を選択)宮崎市阿波岐原町前浜4276番
地5 または各警察署交通課へ

敬老バスカ □ 返却
宮崎交通　お客様バス案内センター 
☎0985-32-0718

□

少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト
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該当事項 主な手続き 問合せ先

パスポート □ 返納
宮崎パスポートセンター　
☎0985-26-7268　宮崎市橘通東２丁目
10番1号（県庁本館1階）

クレジットカード □ 解約 各契約会社にお問合せください。

軽自動車 □ 名義変更、廃車等
軽自動車検査協会　宮崎事務所　
☎050-3816-1760
宮崎市大字本郷北方2729番地４

普通自動車
□ 税金に関する手続き

宮崎県税・総務事務所
☎0985-26-7271　宮崎市橘通東１丁目
9番10号（県庁4号館1階）

□ 名義変更、廃車等 九州運輸局　宮崎運輸支局
☎050-5540-2088
宮崎市大字本郷北方2735番地3バイク（１２５ｃｃ超） □ 名義変更、廃車等

市営住宅 □
入居承継、異動届、住
宅返還等

宮崎市営住宅管理センター
☎0985-74-5211 宮崎市昭和町86番地2

不動産登記関係 □ 土地・建物相続登記
宮崎地方法務局　☎0985-22-5124
宮崎市別府町1番1号（宮崎法務総合庁
舎内）

国税関係（相続税、所得
税、消費税）

□
相続税、所得税、消費
税申告

宮崎税務署　☎0985-29-2151
宮崎市広島1丁目10番1号

株式、投資信託、債券 □
移管（相続）、口座閉
鎖等

口座のある証券会社にお問合せくださ
い。

国債 □ 記名変更、償還金受領
償還金支払場所または証券保管証書に
記載の郵便局にお問合せください。

在留カード、特別永住者
証明書

□ 返納
福岡出入国在留管理局　宮崎出張所　
☎0985-31-3580　宮崎市別府町1番1号
（宮崎法務総合庁舎内）

※手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社などにお問合せいただいてから、市役所にお越しいただくと手続
きが進めやすくなります。
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項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問合せすることで、相続財産のほとんど
を知ることができます。また、自宅以外の不動産
を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得
することで、課税対象の不動産のすべてを知ること
ができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出するための遺産分割協議書の作成が必要とな
ります。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

MEMO  
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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